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１ こども家庭ソーシャルワーカーについて 

（１）こども家庭ソーシャルワーカーとは

こども家庭ソーシャルワーカーは、こども家庭福祉の様々な場所･立ち位置で活用・実践できるため

のソーシャルワークを専門的に学ぶことで、こども家庭福祉に係る支援の専門性の担保を目指します。

児童相談所の児童福祉司や、市区町村こども家庭センターの統括支援員などの任用要件の一つとして

も位置付けられています。 

 こども家庭ソーシャルワーカーは 2024年度から始まった新しい資格なので、活躍の場はこれから

広がっていきます。こどもや家庭、暮らしのそばにあるあらゆる場での活躍が期待されています。 

（２）育成のしくみ

こども家庭ソーシャルワーカーは、こども家庭庁が管轄している認定資格です。 

 一般財団法人日本ソーシャルワークセンター（以下「当センター」という）が研修認定・試験・資格

登録機関として、資格認定試験の実施や研修の認定、資格の登録などを行います。 

研修実施機関は、当センターに指定研修等の認定申請を行い、その認定を受けて指定研修等を実施し

ます。 

 こども家庭ソーシャルワーカーの取得希望者は、当センターで研修の受講要件確認申請をしたのち、

受講したい研修を選択し、研修実施機関に受講申込を行います。また、所定の研修を修了したのち、当

センターが行う資格認定試験を受験します。試験に合格したら、当センターに資格の登録を行いま

す。
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２ 資格の取得ルートと受講要件 

 

（１）資格取得の流れ 

資格取得のルートは、下記の図のとおり、第１号から第４号まで 4 つあります。それぞれのルート

によって、所持している資格、児童福祉に係る相談援助実務経験、機関種別や職種、経験年数等がこど

も家庭庁局長通知で定められています。 

各ルートで定められた研修を修了した後、資格認定試験に合格し、資格登録を経て、こども家庭ソー

シャルワーカー認定資格が取得できます。 

 

 

 

（２）資格取得のルートを確認するときのポイント 

ご自分がどのルートに該当するか、お持ちの資格やご自身の実践経験等と照らして確認してくださ

い。 

当センターホームページの「資格取得フローチャート」もぜひご活用ください。いずれのルートも

「児童の福祉に係る相談援助業務」の経験があることが前提となっています。 

※資格取得フローチャート https://www.jswc.or.jp/guide.html#FlowChart 

ポイントとなるのは、以下の４点です。 

①「主として」児童の福祉に係る相談援助業務の考え方や期間の算定方法 

常勤による勤務を想定した場合に労働時間全体の 5 割以上において必要な期間を従事した者を指し
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ますが、5 割に満たない場合や常勤でない場合、通算の考え方などについては、こども家庭庁局長通

知ならびに「研修の受講要件」を参照してください。 

②「児童の福祉に係る相談援助業務」とは 

児童又はその保護者への児童の福祉に関する相談に応じ、助言指導その他の援助を行い、関係機関と

の連絡調整等を行う業務とこども家庭庁局長通知に規定されています。 

③「保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設」および「4 年以上児童の福祉に係る

相談援助業務を含む業務」の範囲は、こども家庭庁局長通知ならびに「研修の受講要件」を確認して

ください。 

④第 4 号ルートでは、職種・役職等も規定されているのでご注意ください。 

  

各ルートの研修の受講要件等の詳細は、次ページ以降に掲載しています。これらは全て児童福祉法施

行規則に基づき、こども家庭庁局長通知によって定められています。最新の通知を必ず参照してくださ

い。 

※2025.11.5 付 こども家庭庁支援局長通知（こ支虐第 427 号）全文 

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf 

 

4

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf


＜研修の受講要件＞ 

社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート【第 1 号】 
 

項目 内容 

児童福祉法施行規則

上の定義 

社会福祉士又は精神保健福祉士として、第５条の３第１項に規定する指定

施設において２年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した

者 

用語： 

・指定施設 

2025.11.5 付こども家庭庁局長通知の「別紙」に示された施設。 

（一覧をご覧になりたい場合は、※のリンクの ９ ページ目参照） 

・児童の福祉に係る相談援助業務 

児童又はその保護者への児童の福祉に関する相談に応じ、助言指導その他

の援助を行い、関係機関や関係者との連絡調整等を行う業務。 

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知） 

必要とする資格 社会福祉士 または 精神保健福祉士 

実務経験 

（上記資格を取得し

た上での経験） 

指定施設において、「主として」児童の福祉に係る相談援助業務に従事した経

験が２年以上 

備考 「主として」とは、 

・（常勤による勤務が）法定労働時間である週 40 時間の場合は、上記 

「児童の福祉に係る相談援助業務」に年間を平均して週 20 時間以上必

要な期間、従事した者を指す。 

・労働時間が週40時間未満の場合や常勤でない場合等は、「児童の福祉に係

る相談援助業務」に従事した全ての期間を通算して合計した時間数が、年

間を平均して週 20 時間以上、かつ２年と同等と認められる期間を超えて

いる場合には、要件に合致していると解する。 

・「通算」の考え方 

 例1：年間を平均して毎週10時間以上、児童の福祉に係る相談援助業務に従

事した場合、４年以上の従事期間があれば、要件に合致していると解す

る。 

 例2：年間を平均して毎週５時間以上、児童の福祉に係る相談援助業務に従

事した場合、８年以上の従事期間があれば、要件に合致していると解

する。 

 なお、上記の業務内容・期間を満たす経験が、複数の指定施設での経験であ

っても、差し支えない。 

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知からセンターが一部修正） 

 

 

※2025.11.5付 こども家庭庁支援局長通知（こ支虐第427号）全文 

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf 

（こども家庭庁局長通知は更新されます。必ず最新の通知でご確認ください。）  
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＜研修の受講要件＞ 

社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート【第２号】 
 

項目 内容 

児童福祉法施行規則

上の定義 

社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において２年以上児童の

福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者（前号に掲げる者を除

く。） （前号： 【第 1 号】のこと） 

用語： 

・指定施設 

2025.11.5 付こども家庭庁局長通知の「別紙」に示された施設。 

（一覧をご覧になりたい場合は、※のリンクの 9 ページ目参照） 

・児童の福祉に係る相談援助業務 

児童又はその保護者への児童の福祉に関する相談に応じ、助言指導その他の

援助を行い、関係機関や関係者との連絡調整等を行う業務。  

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知） 

必要とする資格 社会福祉士 または 精神保健福祉士 

実務経験 

（上記資格を取得し

た上での経験） 

指定施設において、児童の福祉に係る相談援助業務「を含む」業務に従事

した経験が２年以上 

備考 「児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者」とは、 

・指定施設において、「児童の福祉に係る相談援助業務」に、労働時間は問わ

ないが、必要な期間中を通じて従事した者とする。 

・このため、相談支援等に従事していた期間中のごく一部に児童の福祉に

係る相談援助業務の相談があった場合や、担当していたケースの家族内に

児童又はその保護者がいたが直接「児童の福祉に関する相談援助」を行っ

ていたものでない場合には、これに該当しない。 

・なお、「期間」については通算して２年以上であること。上記の業務内

容・期間を満たす経験が、複数の指定施設での経験であっても、差し支

えない。 
（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知からセンターが一部修正） 

 

※2025.11.5付 こども家庭庁支援局長通知（こ支虐第427号）全文 

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf 

（こども家庭庁局長通知は更新されます。必ず最新の通知でご確認ください。）  

 

※「児童福祉法施行規則第五条の二の十二第二項第七号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」

における履修の免除規定については、社会福祉士有資格者はその登録証の写しをもって免除適用とする。

精神保健福祉士有資格者の場合は、登録証の写しとともに、養成校における当該科目の履修証明がある場

合のみ、履修免除が適用される。 
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＜研修の受講要件＞ 

こども家庭福祉の実務経験者ルート【第３号】 
 

項目 内容 

児童福祉法施行規則

上の定義 

指定施設において４年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事

した者 

用語： 

・指定施設 

2025.11.5付こども家庭庁局長通知の「別紙」に示された施設。 

（一覧をご覧になりたい場合は、※のリンクの ９ ページ目参照） 

・児童の福祉に係る相談援助業務 

児童又はその保護者への児童の福祉に関する相談に応じ、助言指導その他の

援助を行い、関係機関や関係者との連絡調整等を行う業務。  

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知） 

必要とする資格 なし 

実務経験 

（上記資格を取得し

た上での経験） 

指定施設において、「主として」児童の福祉に係る相談援助業務に従事した経

験が４年以上 

備考 「主として」とは、 

・（常勤による勤務が）法定労働時間である週 40 時間の場合は、上記 

「児童の福祉に係る相談援助業務」に年間を平均して週 20 時間以上必要

な期間、従事した者を指す。 

・労働時間が週40時間未満の場合や常勤でない場合等は、「児童の福祉に

係る相談援助業務」に従事した全ての期間を通算して合計した時間数が、

年間を平均して週 20 時間以上、かつ４年と同等と認められる期間を超え

ている場合には、要件に合致していると解する。 

・「通算」の考え方 

 例：年間を平均して毎週10時間以上、児童の福祉に係る相談援助業務に従

事した場合、８年以上の従事期間があれば、要件に合致していると解す

る。 

なお、上記の業務内容・期間を満たす経験が、複数の指定施設での経験であ

っても、差し支えありません。 

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知からセンターが一部修正） 

 

※2025.11.5付 こども家庭庁支援局長通知（こ支虐第427号）全文 

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf 

（こども家庭庁局長通知は更新されます。必ず最新の通知でご確認ください。）  
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＜研修の受講要件＞ 

保育所等保育士ルート【第４号】 

項目 内容 

児童福祉法施行

規則上の定義 

保育士として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設に

おいて４年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者 

用語： 

・保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設

① 児童福祉法第６条の３に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪

問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業又は一時預かり事業を行

う事業所 

② 同法第 39 条第１項に規定する保育所

③ 同法第 59 条の２第１項に規定する認可外保育施設（第６条の３第９項か

ら第 12 項までに規定する業務又は第 39 条第１項に規定する業務を目的

とする施設(特定のものを除く。)であって第34条の15第２項若しくは第

35 条第４項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」と

いう。）第 17 条第 １項の認可を受けていないもの）

④ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園

⑤ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条第１項第４号

に規定する特例保育を実施する施設

必要とする資格 保育士 

職種及び実務経験 

（上記資格を取

得した上での経

験） 

①保育所等における要支援児童等の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑

化を図る「保育所等における要支援児童等対応推進事業」における地域連携推進

員であって、相談援助業務を含む業務に４年以上従事した者 

②（１）の施設の長、主任保育士、副主任保育士等（副主任保育士、専門リーダ

ー若しくは中核リーダー又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受け

ている者）、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭等（副園長、教頭、主幹保

育教諭、指導保育教諭又は主幹養護教諭）又は幼保連携型認定こども園以外

の認定こども園のそれらに相当する職として、こども又はその家庭に対す

る、相談援助業務を含む業務に４年以上従事した者 

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知） 

備考 ・上記に当てはまらない保育士であっても、【第３号】の要件を満たせば、【第３

号】の対象となる。 

・なお、「期間」については通算して４年以上であること。上記の業務内容・

期間を満たす経験が、複数の指定施設での経験であっても、差し支えない。

（2025.11.5 付こども家庭庁局長通知からセンターが一部修正） 

※2025.11.5付 こども家庭庁支援局長通知（こ支虐第427号）全文

https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf

（こども家庭庁局長通知は更新されます。必ず最新の通知でご確認ください。）
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３ 研修種別 

 

（１）研修種別 

こども家庭ソーシャルワーカーの資格を取得するために、指定研修、追加研修、ソーシャルワークに

関する研修の３つの研修（以下、３つの研修を総称して「指定研修等」という。）が設定されています。 

そのうち、指定研修は、こども家庭ソーシャルワーカー資格取得希望者全員が受講するものです。そ

れ以外の研修はルートによって、受講の有無や時間数が異なりますので、ご注意ください。 

有資格者ルート（第 1号）：指定研修のみ 

有資格者ルート（第 2号）：指定研修＋追加研修 

実務経験者ルート（第 3号）：指定研修＋ソーシャルワークに関する研修 

保育士ルート（第 4号）：指定研修＋ソーシャルワークに関する研修 

 

（２）研修の科目・時間数 

各研修の科目や時間等は、以下の別表をご参照ください。指定研修等については、こども家庭庁告示

第 14号（令和 5年 11月 14日）で定められています。 

 

【別表１ 指定研修の科目と時間数】 

履修方法  科目  時間  

講義  こどもの権利擁護（講義）  １．５  

演習  こどもの権利擁護（演習）  ７．５  

講義  こども家庭福祉分野のソーシャルワーク専門職の役割（講義）  １．５  

演習  こども家庭福祉分野のソーシャルワーク専門職の役割（演習）  ６  

講義  こども家庭福祉Ⅰ（こども家庭をとりまく環境と支援）（講義）  ３  

演習  こども家庭福祉Ⅰ（こども家庭をとりまく環境と支援）（演習）  １．５  

講義  こども家庭福祉Ⅱ（保護者や家族の理解）（講義）  １．５  

演習  こども家庭福祉Ⅱ（保護者や家族の理解）（演習）  ３  

講義  こども家庭福祉Ⅲ（精神保健の課題と支援）（講義）  ３  

演習  こども家庭福祉Ⅲ（精神保健の課題と支援）（演習）  ３  

講義  こども家庭福祉Ⅳ（行政の役割と法制度）（講義）  １．５  

演習  こども家庭福祉Ⅳ（行政の役割と法制度）（演習）  １．５  

講義  こどもの身体的発達等、母子保健と小児医療の基礎（講義）  １．５  

演習  こどもの身体的発達等、母子保健と小児医療の基礎（演習）  １．５  

講義  こどもの心理的発達と心理的支援（講義）  １．５  

演習  こどもの心理的発達と心理的支援（演習）  １．５  

講義  児童虐待の理解（講義）  １．５  

演習  児童虐待の理解（演習）  ４．５  

講義  少年非行（講義）  １．５  
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演習  少年非行（演習）  １．５  

講義  社会的養護と自立支援（講義）  １．５  

演習  社会的養護と自立支援（演習）  ４．５  

講義  貧困に対する支援（講義）  １．５  

演習  貧困に対する支援（演習）  １．５  

講義  保育（講義）  １．５  

演習  保育（演習）  １．５  

講義  教育（講義）  ３  

演習  教育（演習）  １．５  

講義  こども家庭福祉とソーシャルワークⅠ（多様なニーズをもつこどもや

家庭へのソーシャルワーク）（講義）  

１．５  

演習  こども家庭福祉とソーシャルワークⅠ（多様なニーズをもつこどもや

家庭へのソーシャルワーク）（演習）  

７．５  

講義  こども家庭福祉とソーシャルワークⅡ（こどもの安全確保を目的と

した緊急的な対応に関するソーシャルワーク）（講義）  

３  

演習  こども家庭福祉とソーシャルワークⅡ（こどもの安全確保を目的と

した緊急的な対応に関するソーシャルワーク）（演習）  

７．５  

講義  こども家庭福祉とソーシャルワークⅢ（地域を基盤とした多職種・

多機関連携による包括的支援体制の構築）（講義）  

１．５  

演習  こども家庭福祉とソーシャルワークⅢ（地域を基盤とした多職種・

多機関連携による包括的支援体制の構築）（演習）  

７．５  

講義  こども家庭福祉とソーシャルワークⅣ（組織の運営管理）（講義）  １．５  

演習  こども家庭福祉とソーシャルワークⅣ（組織の運営管理）（演習）  ４．５  
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【別表２ 追加研修の科目と時間数】 

履修方法  科目  時間  

講義  こどもの権利擁護と倫理（講義）  １  

講義  こども家庭相談援助制度及び実施体制（講義）  １  

講義  児童相談所の役割と連携（講義）  １  

講義  こども家庭相談の運営と相談援助のあり方（講義）  １  

演習  こども家庭相談の運営と相談援助のあり方（演習）  ３  

講義  社会的養護と市区町村の役割（講義）  １  

講義  こどもの成長・発達と生育環境（講義）  １  

講義  こども虐待対応（講義）  １  

演習  こども虐待対応（演習）  ６  

講義  母子保健機関やこどもの所属機関の役割・連携及びこどもと家族の生

活に関する法令・制度（講義）  

２  

演習  見学実習Ⅰ（演習）  ６  

１ 見学実習Ⅰ（演習）は、見学実習施設を利用して行わなければならない。  

２ 児童福祉法施行規則第五条の二の八第二号に規定する者のうち、社会福祉士介護福祉士養成

施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０号）別表第１若しくは別表第３、社会福祉士介護福

祉士学校指定規則（平成２０年文部科学省厚生労働省令第２号）別表第１若しくは別表第３又

は社会福祉に関する科目を定める省令（平成２０年文部科学省厚生労働省令第３号）第１条第

１０号若しくは第２条第１項第８号に規定する「児童・家庭福祉」を履修した者については、

こどもの権利擁護と倫理（講義）、こども家庭相談援助制度及び実施体制（講義）、児童相談所

の役割と連携（講義）、こども家庭相談の運営と相談援助のあり方（講義）、社会的養護と市区

町村の役割（講義）、こどもの成長・発達と生育環境（講義）、こども虐待対応（講義）及び母

子保健機関やこどもの所属機関の役割・連携及びこどもと家族の生活に関する法令・制度（講

義）の履修を免除することができる。  

 

【別表３ ソーシャルワークに関する研修の科目と時間数】 

履修方法  科目  時間  

講義  ソーシャルワークの基盤と専門職（講義）  １９．５  

講義  ソーシャルワークの理論と方法（講義）  ３９  

講義  地域福祉と包括的支援体制（講義）  １９．５  

演習  ソーシャルワーク演習Ⅰ（演習）  ３９  

演習  ソーシャルワーク演習Ⅱ（演習）  ３９  

演習  見学実習Ⅱ（演習）  ９  

１ 見学実習Ⅱ（演習）は、見学実習施設を利用して行わなければならない。  

２ 児童福祉法施行規則第五条の二の八第三号に規定する者については、ソーシャルワークの基盤

と専門職（講義）、ソーシャルワーク演習Ⅰ（演習）及び見学実習Ⅱ（演習）の履修を免除する

ことができる。  
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４ 資格取得までの流れ 

 

（１）資格取得までの流れの概要 

資格を取得するには、当センターが指定する研修管理システム（マナブル）への利用者登録から、研修

の受講、試験の受験を経て、当センターに資格を登録することで、《こども家庭ソーシャルワーカーを取

得》したことになります。 

資格取得までの流れは、【参考資料１】をご参照ください。 

 

（２）受講要件の確認申請と提出書類 

研修実施機関が実施する指定研修等を受講するためには、まず当センターによる受講要件の確認が必

要です。資格取得ルートごとに定められた受講要件を満たしていることが確認できる書類をマナブルか

ら当センターに提出していただきます。 

提出する書類は、資格取得ルートによって異なりますので、以下の表をご参照ください。提出された申

請書類一式をもとに当センターが審査を行います。 

なお、受講要件確認申請手数料は 22,000 円（消費税込み）です。一度審査を通ると再申請は不要で

す。受講要件確認申請が完了すると、研修実施機関に研修の受講申込が可能となります。 

 

【第 1 号ルート】 

 提出物 必須 備考 

①  登録証（写し） ●  

②  実務経験申告書(兼 実務経験証明書) ● 通算 2 年以上、必要な枚数を提出 

③  実務経験計算表 ● 第 1 号用 

④  こどもの福祉に係る相談援助業務の概要 ● 1 例以上 

【第 2 号ルート】 

 提出物 必須 備考 

①  登録証（写し） ●  

②  実務経験申告書(兼 実務経験証明書) ● 通算 2 年以上、必要な枚数を提出 

③  実務経験計算表 ● 第 2 号用 

④  こどもの福祉に係る相談援助業務の概要 ● 1 例以上 

⑤  社会福祉士養成課程における「児童・家

庭福祉」に該当する科目を履修したこと

の証明 

 ①が「精神保健福祉士」の登録証の場合

のみ、かつ講義部分の免除を希望する場

合は提出が必要 

様式の指定なし、養成校にて履修証明書

等を交付してもらい提出 

【第 3 号ルート】 

 提出物 必須 備考 

① 実務経験申告書(兼 実務経験証明書) ● 通算 4 年以上、必要な枚数を提出 

② 実務経験計算表 ● 第 3 号用 

③ こどもの福祉に係る相談援助業務の概要 ● 1 例以上 
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【第 4 号ルート】 

 提出物 必須 備考 

①  保育士証（写） ●  

②  実務経験申告書(兼 実務経験証明書) ● 通算 4 年以上、必要な枚数を提出 

③  実務経験計算表 ● 第 4 号用 

 

（３）資格認定試験の受験申込と提出書類 

指定研修等、必要な研修の受講が修了すると、こども家庭ソーシャルワーカー資格認定試験の受験申込

ができます。受験申込にあたっては、修了した研修の修了証、本人確認証、受験者本人の顔写真の各デー

タをマナブルから提出いただきます。 

また、障がい等をお持ちの方で、受験時の配慮を希望されるときは、受験申込の際に「受験上の配慮申

請書」をご提出ください。ただし、全てのご希望に沿えない場合がありますので、ご承知おきください。 

なお、受験手数料は、1 回あたり 27,500 円（消費税込み）です。 

 

 提出物 必須 備考 

① 指定研修 修了証 ●  

② 追加研修 修了証  第 2 号のみ 

③ ソーシャルワーク研修 修了証  第 3 号または第 4 号のみ 

④ 本人確認証（写し） ●  

⑤ 顔写真 ●  

⑥ 受験上の配慮   

 

（４）資格登録と提出書類 

こども家庭ソーシャルワーカー資格認定試験に合格すると、合格者のみマナブルから資格登録申請が

できるようになります。 

資格登録申請が完了することで《こども家庭ソーシャルワーカーを取得》したことになります。資格登

録者には、当センターから「登録証」が交付されるほか、様々なフォローアップを受けることができます。 

なお、登録審査手数料は、1１,000 円（消費税込み）です。 

 

 提出物 必須 備考 

① 戸籍謄本等（写し） ● 
本籍または国籍が確認できるもの 

詳細は「資格登録の手引」を参照 

 

（5）資格登録の取り消し 

こども家庭ソーシャルワーカーとして登録されても、その後、欠格事項への該当や虚偽または不正の事

実が判明した場合、資格の所管庁であるこども家庭庁からの登録取り消しの指示があったときなど、資格

登録が取り消しとなります。 

詳細は、当センターホームページの「資格登録の手引」を参照してください。 

https://www.jswc.or.jp/file/license.pdf 

13

https://www.jswc.or.jp/file/license.pdf


５ 指定様式 

 

次ページ以降に受講要件の確認申請の際に必要な指定様式を掲載しています。 

（１）実務経験申告（兼 実務経験証明）書 （第１号または第３号） 

（２）実務経験申告（兼 実務経験証明）書 （第２号または第４号） 

（３）こどもの福祉に係る相談援助業務の概要 

（４）実務経験期間 計算表 

 

指定様式は、【記入例】とともに当センターのホームページに掲載されています。ダウンロードしてご

使用ください。 

【記入例】を参考に、実務経験申告（兼 実務経験証明）書、こどもの福祉に係る相談援助業務の概要

を作成してください。 

実務経験期間 計算表（エクセル）は計算式が入っています。日にちを入力すると自動計算されますの

で、ご使用の際には計算式を削除されないようご注意ください。 

※受講要件審査申請書類 

https://www.jswc.or.jp/training.html 
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注 実務経験申告(兼 実務経験証明)書に印字された項目は変更せず、各項目に沿って記載してください。 

実務経験申告（兼 実務経験証明）書 （第 1 号または第 3 号）    〔 ／ 〕 

１．受講者（こども家庭ソーシャルワーカー認定資格の取得を希望し、その受講要件にかかる実務経験

の証明を受けようとする者） 

ふりがな  生 年 月 日 

氏  名  
     年   月   日生 

２．受講要件（の一部）を満たすことを申告する内容 

(1)法人名／自治体名  
保有資格※保有している資格に☑を記入 
□ 社会福祉士 
□ 精神保健福祉士 

(2)施設・機関名  

(3)施設種別  

(4)受講者の雇用契

約上の期間 

年 月 日～   年 月 日（  年  か月） ・ 在職中 

勤務時間：   時間／週 

(5)上記(4)のうち、

主として児童の福祉

に係る相談援助業務

に従事した期間 

①    年 月 日～   年 月 日（  年  か月）  

主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した時間：   時間／週 

②    年 月 日～   年 月 日（  年  か月）  

主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した時間：   時間／週 

(6)上記(5)の期間に

おける業務内容等 

役職名 業務内容 

① 

② 

① 

② 

(7)実務経験の申告 

□ 上記のとおり、指定施設及びその期間に、主として児童の福祉に係る相談

援助業務に従事していたことを申告します。 

□ 具体的なこどもの福祉に係る相談援助業務は、別紙「こどもの福祉に係る

相談援助業務の概要」に記載した内容に相違ありません。（別紙に記載した

内容が当該施設での場合のみ） 

３．証明者 

法人名／自治体名  代表者の職印(公印) 

施設・機関名   

所在地  

連絡先  

代表者 
役職名 氏名 

  

証明者（担当者） 

所属・役職名 氏名 認印 

   

連絡先  

メールアドレス  

申告内容の証明 

受講者の児童の福祉に係る相談援助業務の内容や期間について、 

申告内容に相違がないことを証明します。 

（実務経験証明書の作成日：    年   月   日） 
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注 実務経験申告(兼 実務経験証明)書に印字された項目は変更せず、各項目に沿って記載してください。 

実務経験申告（兼 実務経験証明）書 （第 2 号または第 4 号）    〔 ／ 〕 

１．受講者（こども家庭ソーシャルワーカー認定資格の取得を希望し、その受講要件にかかる実務経験

の証明を受けようとする者） 

ふりかな  生 年 月 日 

氏  名  
     年   月   日生 

 

２．受講要件（の一部）を満たすことを申告する内容 

(1)法人名／自治体名  保有資格※保有している資格に☑を記入 
□ 社会福祉士 
□ 精神保健福祉士 
□ 保育士 

(2)施設・機関名  

(3)施設種別  

(4)受講者の雇用契

約上の期間 

年 月 日～   年 月 日（  年  か月） ・ 在職中 

勤務時間：   時間／週 

(5)上記(4)のうち、

児童の福祉に係る相

談援助業務を含む業

務に従事した期間 

①    年 月 日～   年 月 日（  年  か月）  

児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した期間：   時間／週 

②    年 月 日～   年 月 日（  年  か月）  

児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した期間：   時間／週 

(6)上記(5)の期間に

おける業務内容等 

役職名 業務内容 

① 

② 

① 

② 

(7)実務経験の申告 

□ 上記のとおり、指定施設及びその期間に、児童の福祉に係る相談援助業務

を含む業務に従事していたことを申告します。 

□ 具体的なこどもの福祉に係る相談援助業務は、別紙「こどもの福祉に係る

相談援助業務の概要」に記載した内容に相違ありません。（別紙に記載した

内容が当該施設での場合のみ） 

 

３．証明者 

法人名  代表者の職印(公印) 

施設・機関名  

 

所在地  

連絡先  

代表者 
役職名 氏名 

  

証明者（担当者） 

所属・役職名 氏名 認印 

  

 連絡先  

メールアドレス  

申告内容の証明 

受講者の児童の福祉に係る相談援助業務の内容や期間について、申告内容に相

違がないことを証明します。 

（実務経験証明書の作成日：    年   月   日） 
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こどもの福祉に係る相談援助業務の概要 

１．基本項目（受講者） 

氏  名 

所属先 
施設種別 

施設・機関名 

役職・担当業務 

２．担当した「こども」または「こどもを含む家庭」 

基本情報 こどもの年齢 満 歳 性別 男 ・ 女 ・ その他 

｢こども｣または｢こど

もを含む家庭｣の 

生活課題･ニーズ等 

支援にあたって協議

や連携を行った機関

等（関係機関や関係者

など、所属組織の内外

は不問） 

３．こどもの福祉にかかる相談援助業務の展開過程 

 担当した「こども」または「こどもを含む家庭」に対して、①あなたはどのように関わり、あるいは

寄り添ったか、②いつの時点で、どのような見立てをしたか、③初回面接（インテーク）や、その後の

関わり（アセスメントや支援計画の立案、実施など）を踏まえて、意思決定にどのように関わり、ある

いは支援をしたか、④相談援助業務の結果など、を 400字以内でまとめてください。 

※本概要の作成にあたっては、個人情報に十分配慮してください。

（例：人物や機関名の表記は、アルファベットの Aから順に使用するなど）
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実務経験申告書(兼 実務経験証明書)の内容に添って記入

各ルートの受講要件を満たす相談援助業務の
期間となった場合『受講可』となります
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各ルートの受講要件を満たす相談援助業務の
期間となった場合『受講可』となります

実務経験申告書(兼 実務経験証明書)の内容に添って記入
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こども家庭ソーシャルワーカーを
取得するまでの流れ

・こども家庭ソーシャルワーカーの資格を取得しようとする⽅は、⽇本ソーシャル
ワークセンター（以下「センター」）が指定する研修管理システム（マナブル）
に登録をしたのち、センターに直接「受講要件確認申請」を⾏います。

・受講要件を満たしていることが確認されると、センターから『CFSW受講者番号』
が発⾏されます。『CFSW受講者番号』がないと、各研修の受講申込はできません。

資格取得までの流れは全部で“５STEP”

参考資料１

STEP１
マナブルに登録しよう︕
■ センターのホームページから『研修管理システム（マナブル）』にアクセスし、
⽒名やメールアドレスなどの必要事項を⼊⼒すると、マナブルの会員登録がで
きます。

【研修管理システム（マナブル）⼊⼝】
https://jswc.manaable.com/login

※上記のURLやQRコードからもアクセスできます。
※センターで使⽤しているマナブルは、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格専⽤サイトです。
他の資格等で使⽤しているマナブルに登録していても、ログインはできません。
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STEP２
受講要件確認申請をしよう︕
■ ご⾃⾝が受講要件を満たしていることを確認の上、各ルートに沿って、申請書
類を作成します。申請書類は「センターホームページ」からダウンロードして
ください。

■ マナブルにログインし、「研修・試験を探す」から『受講要件確認申請①』と
『受講要件確認申請②』をそれぞれ選択します。

■ 『受講要件確認申請①』から受講要件確認申請⼿数料の⽀払いをします。
■ 『受講要件確認申請②』に必要事項を記⼊するとともに、作成した申請書類や
資格登録証等のデータをアップロードし、申請を⾏います。

■ 申請⼿数料の⼊⾦確認と研修の受講要件を満たしていることが確認されると
『CFSW受講者番号』が発⾏されます。申請結果は、マナブル及びマナブルに登
録されているメールアドレス宛てに通知されます。疑義がない場合は、概ね1週
間程度で通知されます。

■ 受講要件の確認、申請書類のダウンロードはこちら
【センターホームぺージ ＞ 受講要件審査申請書類】
https://www.jswc.or.jp/training.html

■ マナブルログイン後の画⾯イメージ
ホームの下の「研修・試験を探す」タブを
クリックし、『受講要件確認申請①』から
受講要件確認申請⼿数料をお⽀払いください。

『受講要件確認申請②』から書類等の
アップロード等の⼿続きを⾏ってください。
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STEP３
研修申込をしよう︕
■ 『CFSW受講者番号』が発⾏されたら、マナブルにログインしたのち、指定研修な
ど各受講ルートに設定されている必要な研修の受講申込をします。

■ 各研修は、センターから認定を受けている研修実施機関によって開催されます。研
修実施機関と実施している研修はセンターHPのどこで学ぶの︖「研修実施団体」に
てご確認ください。

【⽇本ソーシャルワークセンター ＞ 研修について】
https://www.jswc.or.jp/training.html

※研修の⽇程や実施⽅法、受講費等は、各研修実施機関が定めます。受講者の決定も各研修実施機関により⾏われます。
各研修に関するお問い合わせは、各研修実施機関の担当窓⼝宛てにご連絡ください。

※複数の研修を受講する場合の受講順序に定めはありません。異なる研修実施機関で受講しても差⽀えありません。

STEP４
受験申込をしよう︕
■ 各受講ルートに設定されている必要な研修をすべて修了したら、マナブルから、
センターが⾏う『こども家庭ソーシャルワーカー資格認定試験』の受験申込をし
ます。

■ 試験に関する詳細はホームページの「試験について」に掲載します。サイトには、
試験⽇程のほか、『受験の⼿引』や「出題基準」なども掲載していますので、必
ずご確認ください。

【⽇本ソーシャルワークセンター ＞ 試験について】
https://www.jswc.or.jp/examinee.html
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STEP５
資格登録申請をしよう︕
■ 試験に合格したら、マナブルからセンターへの資格登録申請を⾏います。
■ 資格登録をすることで《こども家庭ソーシャルワーカー》を取得できます。
■ 資格登録者には、センターから登録証が送付されます。
そのほか、登録者に向けた様ざまなフォローアップを検討しています。

こども家庭ソーシャルワーカー❢
⼀般財団法⼈⽇本ソーシャルワークセンター

≪無断での転載や複製は禁⽌します≫

これであなたも
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指定施設の範囲 

指定施設の範囲は以下の通りである。なお、児童福祉法施行規則第５条の３、社

会福祉士及び介護福祉士法施行規則第２条、精神保健福祉士法施行規則第２条、「児

童福祉司の任用資格要件に関する指定施設における業務の範囲等について」（平成

17年２月 25日付け雇児発第 0225003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知（令

和７年 10月 31日最終改正））等をまとめたものである。 

１． 社会福祉士及び介護福祉士法第７条第４号の厚生労働省令で定める施設 

○ 地域保健法の規定により設置される保健所

○ 児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入

所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支

援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設

○ 医療法に規定する病院及び診療所

○ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センタ

ー

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター

○ 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設

○ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所

〇 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性相談支援センタ

ー及び女性自立支援施設 

○ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所

○ 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護

支援センター 

○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉センター

○ 介護保険法に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター

〇 改正前の介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害

者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業（生

活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立生活援

助を行うものに限る。）又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

施設

○ 上記施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める以下の施設

○ 生活保護法に規定する授産施設及び宿所提供施設

○ 児童福祉法に規定する乳児院

別紙 

参考資料2　2025.11.5付　こども家庭庁支援局長通知（こ支虐427号）
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○ 老人福祉法に規定する有料老人ホーム 

○ 介護保険法における指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する身

体障害者更生援護施設 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する精

神障害者社会復帰施設 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する知

的障害者援護施設 

○ 「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」（昭和 62年６月 18日付

け社老第 80号）別紙（高齢者総合相談センター運営要綱）に基づく高齢者総合

相談センター 

○ 「隣保館の設置及び運営について」（平成 14年８月 29日付け厚生労働省発社

援第 0829002号）に基づく隣保館 

○ 都道府県社会福祉協議会 

○ 市（特別区を含む。）町村社会福祉協議会 

○ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律（以下「整備法」という。）による改正前の障害者自立支援法に規定

する児童デイサービス事業を行う施設 

〇 児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法に規定する医

療型児童発達支援を行う施設 

○ 児童福祉法に基づく内閣総理大臣の指定を受けた指定発達支援医療機関及び

児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法に規定する指定

発達支援医療機関 

○ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第 11 条第１号に規

定する施設 

○ 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」（昭和 60年５月 21日付け厚

生省発児第 104 号）別紙（知的障害者福祉工場設置運営要綱）に基づく知的障

害者福祉工場 

○ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に規定する刑事施設 

○ 少年院法に規定する少年院 

○ 少年鑑別所法に規定する少年鑑別所 

○ 更生保護法に規定する地方更生保護委員会及び保護観察所 

○ 更生保護事業法施行規則に規定する更生保護施設 

○ 労働者災害補償保険法に基づき設置された労災特別介護施設 

○ 「心身障害児総合通園センターの設置について」（昭和 54年７月 11日付け児

発第 514 号）別紙（心身障害児総合通園センター設置運営要綱）に基づく心身
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障害児総合通園センター 

○ 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業を行っている施設 

○ 児童福祉法に規定する子育て短期支援事業を行っている児童養護施設、母子

生活支援施設、乳児院及び保育所等 

 

○ 「ひとり親家庭等就業・自立支援事業の実施について」（令和７年５月９日付

けこ支家第 211号)別紙（ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱）に基づ

く「就業支援事業」を行っている施設 

○ 児童福祉法に基づく地域子育て支援拠点事業を行っている施設 

○ 「利用者支援事業の実施について」（令和６年３月 30日付けこ成環第 131号、

こ支虐第 122号、５文科初第 2594号）別紙（利用者支援事業実施要綱）に基づ

く「利用者支援事業」を行っている施設 

○ 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成 26 年９月

30 日付け雇児発 0930 第４号）別紙（母子・父子自立支援プログラム策定事業

実施要綱）に基づく「母子・父子自立支援プログラム策定事業」を行っている

施設 

 

○ 「ひとり親家庭相談支援体制強化事業の実施について」（令和７年５月９日付

けこ支家第 214号)別紙（ひとり親家庭相談支援体制強化事業実施要綱）に基づ

く「就業支援専門員配置等事業」を行っている施設 

○ 「重症心身障害児（者）通園事業の実施について」（平成 15年 11 月 10 日付

け障発第 1110001 号）別紙（重症心身障害児（者）通園事業実施要綱）に基づ

く「重症心身障害児（者）通園事業」を行う施設 

○ 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に規定する点字図

書館及び聴覚障害者情報提供施設 

○ 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため

の関係法律の整備に関する法律による改正前の障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に規定する共同生活介護を行う施設 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障

害福祉サービス事業のうち療養介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同

生活援助を行う施設 

○ 整備法による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通

園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設 

○ 整備法による改正前の児童福祉法に規定する重症心身障害児施設 

○ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成 24

年厚生労働省令第 40 号）による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定相談
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支援の事業の人員及び運営に関する基準に規定する指定相談支援事業を行って

いる施設 

○ 「「地域生活支援事業の実施について」の一部改正について」（平成 26年３月

31 日付け障発 0331 第１号）による改正前の「地域生活支援事業の実施につい

て」（平成 18 年８月１日付け障発第 0801002 号）別紙１（地域生活支援事業実

施要綱）別記 11（３）に基づく「身体障害者自立支援」を行っている施設 

○ 「地域生活支援事業等の実施について」別紙１（地域生活支援事業実施要綱）

別記１－11－1（４）に基づく「日中一時支援」、別添１に基づく「障害者相談

支援事業」又は別添４に基づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設 

○ 「精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱の一部改正について」（平成

22 年３月 30 日付け障発第 0330019 号）による改正前の「精神障害者地域移行

支援特別対策事業の実施について」（平成 20 年５月 30 日付け障発第 0530001

号）別紙（精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱）に基づく「精神障

害者地域移行支援特別対策事業」を行っている施設 

○ 「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」別紙（精神障害者

地域移行・地域定着支援事業実施要綱）に基づく「精神障害者地域移行・地域

定着支援事業」を行っている施設 

○ 「精神障害者アウトリーチ推進事業の実施について」（平成 23年４月 25日付

け障発 0425第４号）別添（精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱）に基づ

く「精神障害者アウトリーチ推進事業」を行っている施設 

〇 「精神障害者地域生活支援広域調整等事業について」（平成 26年３月 31日付

け障発 0331第２号）別添２（地域移行・地域生活支援事業実施要綱）に基づく

「アウトリーチ事業」、「地域生活支援事業等の実施について」（平成 18 年８月

１日付け障発第 0801002 号）別紙２（地域生活支援促進事業実施要綱）の別記

２－18（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業）に基づ

く「障害者等の地域生活支援に係る事業」のうち、「アウトリーチ支援」を行う

施設 

○ 介護保険法における指定通所介護、基準該当居宅サービスに該当する通所介

護、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所介護、基準該当介護予防サー

ビスに該当する介護予防通所介護若しくは指定短期入所生活介護、基準該当居

宅サービスに該当する短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護若し

くは基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又は第一

号通所事業を行う施設（老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除

く。） 

○ 介護保険法における指定通所リハビリテーション若しくは指定介護予防通所

リハビリテーション又は指定短期入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所

療養介護を行う施設 

○ 介護保険法における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 
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○ 介護保険法における指定夜間対応型訪問介護を行う施設 

○ 介護保険法における指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応

型通所介護を行う施設（老人デイサービスセンターを除く。） 

○ 介護保険法における指定小規模多機能型居宅介護若しくは指定介護予防小規

模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護若しくは指定介護予防認

知症対応型共同生活介護又は指定複合型サービスを行う施設 

○ 介護保険法における指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

施設 

○ 介護保険法に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所 

○ 介護保険法に規定する介護予防支援事業又は第一号介護予防支援事業を行っ

ている事業所 

○ 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」（平成 12年９月 27日付

け老発第 655 号）別紙（生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業

実施要綱）に基づく「生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業」

を行っている生活支援ハウス 

○ 「地域支援事業の実施について」（平成 18年６月９日付け老発第 0609001号）

に基づく「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を行っている高齢者世

話付住宅（シルバーハウジング）、多くの高齢者が居住する集合住宅等 

○ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住

宅 

○ 「地域福祉センターの設置運営について」（平成６年６月 23 日付け社援地第

74号）別紙（地域福祉センター設置運営要綱）に基づく地域福祉センター 

○ 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添１（自立支援プロ

グラム策定実施推進事業実施要領）３（１）に規定する就労支援事業を行って

いる事業所 

○ 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 16（ひきこもり支援

推進事業実施要領）に基づくひきこもり地域支援センター 

○ 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 32（地域生活定着促

進事業実施要領）に基づく地域生活定着支援センター 

○ 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添 17（社会的包摂・

「絆」再生事業実施要領）に基づくホームレス総合相談推進業務を行っている

事業所 

○ 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添 17（社会的包摂・

「絆」再生事業実施要領）に基づくホームレス自立支援センター 

○ 「被災者支援総合交付金（厚生労働省交付担当分）による被災者生活支援事

業の実施について」（平成 27 年４月９日付け雇児発 0409 第 10 号・社援発第

0409第２号）別添１（被災者見守り・相談支援事業（地方自治体等実施分）実

施要領）、「「被災者健康・生活支援総合交付金（厚生労働省交付担当分）による
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被災者支援事業の実施について」の一部改正について」（平成 28年５月 10日付

け健発 0510 第９号・雇児発 0510 第２号・社援発第 0510 第６号・老発 0510 第

１号）による改正前の「被災者健康・生活支援総合交付金（厚生労働省交付担

当分）による被災者生活支援事業の実施について」別添１（地域コミュニティ

活動を活用した被災者生活支援事業実施要領）、「セーフティネット支援対策等

事業の実施について」別添 17（社会的包摂・「絆」再生事業実施要領）第３の２

又は「平成 21 年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の運営について」（平成

21年８月 20日付け老発 0820第５号）の別紙「介護基盤緊急整備等臨時特例基

金管理運営要領」の別記１（地域支え合い体制づくり事業）に基づき、東日本

大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 

○ 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」（平成 29年５月 17日社援

発第 0517 号）による改正前の「生活困窮者自立相談支援事業等の実施につい

て」別添 17（地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり等事業

実施要領）及び「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 20（被

災者見守り・相談支援等事業実施要領）に基づき、被災者に対する相談援助業

務を実施する事業所 

○ 「平成 21 年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対策拡充等支援事

業）の運営について」（平成 22年１月 28日付け社援発 0128第１号）別添１（自

立相談支援モデル事業運営要領）に基づく自立相談支援機関及び同通知別添４

（家計相談支援モデル事業運営要領）に規定する家計相談支援モデル事業を行

っている事業所 

○ 生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行っている

自立相談支援機関、生活困窮者就労準備支援事業を行っている事業所及び生活

困窮者家計改善支援事業を行っている事業所、子どもの学習・生活支援事業を

行っている事業所 

〇「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」（令和５年５月 22 日社援発

0522第１号）別添７（地域居住支援事業実施要領）に基づき地域居住支援事業

を行っている事業所 

○ 生活保護法に規定する被保護者就労支援事業を行っている事業所 

〇 生活保護法に規定する子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事

業、被保護者家計改善支援事業、被保護者地域居住支援事業を行っている事業

所 

○ 発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する広域障害者職業センター 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する地域障害者職業センター 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和３

年厚生労働省令第 82 号）による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律

施行規則に規定する第１号職場適応援助者助成金又は障害者の雇用の促進等に
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関する法律施行規則に規定する訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成 20 年法律

第 96 号）による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害

者雇用支援センター 

○ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 81

号）による改正前の雇用保険法施行規則に規定する障害者雇用安定助成金（障

害者職場適応援助コース）のうち、訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法

人 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者就業・生活支援センタ

ー 

○ 職業安定法に規定する公共職業安定所 

○ 「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱の改正について（通

知）」（平成 25年３月 29日付け 24文科生第 770号）による改正前の「学校・家

庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」（平成 21 年３月 31日付け 20 文

科生第 8117号文部科学大臣決定）別記（スクールソーシャルワーカー活用事業

実施要領）に基づく教育機関及び「教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対

策等総合推進事業）交付要綱」（平成 25 年４月１日付け文部科学大臣決定）別

記（スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領）に基づく教育機関 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する難病相談支援センター 

○ 「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の実施について」

（平成 19 年５月 25 日付け障発 0525001 号）に基づく高次脳機能障害者の支援

の拠点となる機関 

○ 「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」（平成 29 年３月

31 日付け雇児発 0331 第 49 号）別添（「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設

置運営要綱）に基づく子ども家庭総合支援拠点 

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66号）による改正前の

母子保健法に規定する母子健康包括支援センター 

○ 厚生労働省が委託する地域若者サポートステーション事業により設置される

地域若者サポートステーション 

○ 子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者総合相談センター 

○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき策定された成年後見制度利

用促進基本計画における「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」にお

いて設置される中核機関 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基幹

相談支援センター 

○ 裁判所法に基づく家庭裁判所 

○ 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行っている事

業所 
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○ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に規定する医療的ケア

児支援センター 

○ 生活保護法に規定する日常生活支援住居施設 

○ 母子保健法に規定する産後ケア事業を実施する施設 

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく配偶者暴

力相談支援センター 

 

〇「官民協働等女性支援事業の実施について」（令和７年４月 22日付け社援発 0422

第１号）に基づく官民協働等女性支援事業を行っている事業所、同通知により

廃止された「若年被害女性等支援事業の実施について」（令和６年３月 29 日付

け社援発 0329 第 82 号）別紙（若年被害女性等支援事業実施要領）に基づく若

年被害女性等支援事業を行う事業所 

〇児童福祉法に規定する養育支援訪問事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定する児童厚生施設（児童遊園を除く。） 

〇児童福祉法に規定する親子再統合支援事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定する社会的養護自立支援拠点事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定する妊産婦等生活援助事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定する子育て世帯訪問支援事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定する児童育成支援拠点事業を行っている事業所 

〇児童福祉法に規定するこども家庭センター 

〇児童福祉法に規定する妊婦等包括相談支援事業を行う機関 

〇児童福祉法に規定する地域子育て相談機関 

○民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

に規定する民間あっせん機関 

※なお、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に

係る介護等の業務の範囲等について」（令和６年７月３日付け社援第１号厚生省

社会・援護局長通知）別添１の２（102）「福祉に関する相談援助を行う施設とし

て厚生労働大臣が個別に認めた施設」については、社会福祉士の受験資格として

厚生労働大臣が個別に認める施設であり、こども家庭ソーシャルワーカーにおけ

る指定施設には含まれない。 

 

２． 精神保健福祉士法第７条第４号の厚生労働省令で定める施設 

○ 精神科病院 

○ 市役所、区役所又は町村役場（精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律に規定する精神障害者をいう。以下同じ。）に対してサービスを提供する部

署に限る。） 

○ 地域保健法に規定する保健所又は市町村保健センター 

○ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う
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施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施

設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施

設、児童家庭支援センター又は里親支援センター（いずれも精神障害者に対して

サービスを提供するものに限る。） 

○ 医療法に規定する病院又は診療所（精神病床を有するもの又は精神科若しくは

心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。） 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター 

○ 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設（いずれも精神障害者に対してサ

ービスを提供するものに限る。） 

○ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会（いずれ

も精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。） 

○ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所（精神障害者に対してサー

ビスを提供するものに限る。） 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する広域障害者職業センター、地域

障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター（いずれも精神障害者に

対してサービスを提供するものに限る。） 

○ 介護保険法に規定する地域包括支援センター（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る。） 

○ 法務省設置法に規定する保護観察所又は更生保護事業法に規定する更生保護施

設（精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。） 

○ 発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター（精神障害者に対してサ

ービスを提供するものに限る。） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害

福祉サービス事業（生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就

労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行

うものに限る。）、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害

者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター（い

ずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。） 

○ 上記施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める以下の施設（精神障害者に

対してサービスを提供するものに限る。） 

○ 精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実

した生活を送ることができるよう、関係機関の連携の下で、医療、福祉等の支

援を行うという観点から、統合失調症を始めとする入院患者の減少及び地域生

活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を推進する事業

を実施する施設 

○ いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、

児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワ
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ーカーを配置し、教育相談体制を整備する事業を実施する施設 

○ ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支

援事業を実施する施設 

 

○ 「ひとり親家庭等就業・自立支援事業の実施について」（令和７年５月９日付

けこ支家第 211号)別紙（ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱）に基づ

く「就業支援事業」を行う施設 

○ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性相談支援セン

ター及び女性自立支援施設 

○ 生活保護法に規定する被保護者就労支援事業を行う事業所及び「セーフティ

ネット支援対策等事業の実施について」（別添１（自立支援プログラム策定実施

推進事業実施要領）３（１）に規定する就労支援事業を行う事業所、「被保護者

就労準備支援事業（一般事業分）の実施について」（平成 27 年４月９日付け社

援保発 0409 第１号）に基づく被保護者就労準備支援事業を行う事業所並びに

「被保護者家計改善支援事業の実施について」（平成 30 年３月 30 日付け社援

保発 0330第 12号）に基づく被保護者家計改善支援事業を行う事業所 

○ 都道府県社会福祉協議会 

○ 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 14（ひきこもり支援

推進事業実施要領）に基づくひきこもり地域支援センター 

○ 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添 31（地域生活定着促

進事業実施要領）に基づく地域生活定着支援センター 

○ 生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う自立相

談支援機関、生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所及び生活困窮者家計改

善支援事業を行う事業所 

○ 「精神障害者アウトリーチ推進事業の実施について」（平成 23年４月 25日付

け障発 0425第４号）別紙（精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱）に基づ

く「アウトリーチ事業」、「精神障害者地域生活支援広域調整等事業について」

（平成 26年３月 31日付け障発 0331第２号）別添２（地域移行・地域生活支援

事業実施要綱）に基づく「アウトリーチ事業」及び「地域生活支援事業等の実

施について」（平成 18 年８月１日付け障発第 0801002 号）別紙２（地域生活支

援促進事業実施要綱）の別記２－18（精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築推進事業）に基づく「障害者の地域生活支援に係る事業」のうち、

「アウトリーチ支援」を行う施設 

○ 「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の実施について」

（平成 19 年５月 25 日付け障発 0525001 号）に基づく高次脳機能障害者の支援

の拠点となる機関 

○ 「地域生活支援事業等の実施について」別紙１（地域生活支援事業実施要綱）

別記１－11の１（４）に基づく「日中一時支援」、別添１に基づく「障害者相談
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支援事業」又は別添４に基づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和３

年厚生労働省令第 82 号）による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律

施行規則に規定する第１号職場適応援助者助成金又は障害者の雇用の促進等に

関するに規定する訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 

○ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 81

号）による改正前の雇用保険法施行規則に規定する障害者雇用安定助成金（障

害者職場適応援助コース）のうち、訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法

人 

○ 職業安定法に規定する公共職業安定所 

○ 厚生労働省が委託する地域若者サポートステーション事業により設置される

地域若者サポートステーション 

○ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に規定する刑事施設 

○ 少年院法に規定する少年院 

○ 少年鑑別所法に規定する少年鑑別所 

○ 生活保護法に規定する日常生活支援住居施設 

〇 児童福祉法に規定する社会的養護自立支援拠点事業を行う施設 

〇 児童福祉法に規定する妊産婦等生活援助事業を行う施設 

○ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法

律に規定する民間あっせん機関 

○ 児童福祉法に規定する一時保護施設 

〇 「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」別添（「市区町村

子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱）に基づく子ども家庭総合支援拠点 

〇 子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者総合相談センター 

〇 児童福祉法に規定する養育支援訪問事業を行っている事業 

〇 児童福祉法に規定する親子再統合支援事業を行っている事業所 

※なお、「指定施設における業務の範囲等について」（平成 23 年８月５日付け障発

0805 第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の３（25）「精神保

健福祉に関する相談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設」に

ついては、精神保健福祉士の受験資格として厚生労働大臣が個別に認める施設で

あり、こども家庭ソーシャルワーカーにおける指定施設には含まれない。 

 

３． 上記に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設 

○ 保育所  

○ 都道府県及び市町村（特別区を含む。）（児童家庭相談業務を行う部署に限る。） 

〇 放課後児童健全育成事業を行う事業所 

〇 一時預かり事業を行う事業所 

〇 小規模住居型児童養育事業を行う事業所 
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〇 家庭的保育事業を行う事業所 

〇 小規模保育事業を行う事業所 

〇 居宅訪問型保育事業を行う事業所 

〇 事業所内保育事業を行う事業所 

〇 病児保育事業を行う事業所 

〇 親子関係形成支援事業を行う事業所 

〇 一時保護施設 

〇 認定こども園 

〇 ひとり親家庭等生活支援事業を行う事業所 

〇 こどもの生活・学習支援事業を行う事業所 

〇 ヤングケアラー支援体制強化事業を行う事業所 
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児  童  分  野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

児
　
　
童
　
　
福
　
　
祉
　
　
法

児童相談所

児童福祉司 1 3 6 1
児童心理司 1 3 6 2
受付相談員 1 3 6 3
相談員 1 3 6 4
電話相談員 1 3 6 5
児童指導員 1 3 6 6
保育士 1 3 6 7

母子生活支援施設

１-（３）

母子支援員、母子指導員 1 3 7 1
少年指導員（少年を指導する職員） 1 3 7 2
個別対応職員 1 3 7 3
自立支援担当職員 1 3 7 4
保育士 1 3 7 5

児童養護施設

１-（４）

児童指導員 1 3 8 1
保育士 1 3 8 2
個別対応職員 1 3 8 3
家庭支援専門相談員 1 3 8 4
職業指導員 1 3 8 5
里親支援専門相談員 1 3 8 6
自立支援担当職員 1 3 8 7

障害児入所施設
　児童発達支援センター（障害児通所支援事業）

１-（５）

★児童指導員（※２） 1 5 6 1
★保育士（※３） 1 5 6 2
児童発達支援管理責任者 1 5 6 3
心理担当職員 1 5 6 4

知的障害児施設
知的障害児施設
自閉症児施設（第一種、第二種） ２-（33）

★児童指導員（※２） 1 3 9 1
★保育士（※３） 1 3 9 2

知的障害児通園施設
２-（33）

★児童指導員（※２） 1 4 0 1
★保育士（※３） 1 4 0 2

盲ろうあ児施設
盲児施設
ろうあ児施設
難聴幼児通園施設 ２-（33）

★児童指導員（※２） 1 4 1 1
★保育士（※３） 1 4 1 2

肢体不自由児施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設 ２-（33）

★児童指導員（※２） 1 4 2 1
★保育士（※３） 1 4 2 2

児童心理治療施設
（旧：情緒障害児短期治療施設）

１-（６）

児童指導員 1 4 3 1
保育士 1 4 3 2
個別対応職員 1 4 3 3
家庭支援専門相談員 1 4 3 4
自立支援担当職員 1 4 3 5

重症心身障害児施設
２-（34）

★児童指導員（※２） 1 4 4 1
★保育士（※３） 1 4 4 2
心理指導員（心理指導を担当する職員） 1 4 4 3

児童自立支援施設

１-（７）

児童自立支援専門員 1 4 5 1
児童生活支援員 1 4 5 2
個別対応職員 1 4 5 3
家庭支援専門相談員 1 4 5 4
職業指導員 1 4 5 5
自立支援担当職員 1 4 5 6

児童家庭支援センター １-（８）
相談員
（児童の福祉に関する相談・助言を行う職員） 1 4 6 1

１-（2）

2

区
分
3

参考資料３　社会福祉士国家試験　実務経験コード表（施設・職種コード）
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児  童  分  野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

児
　
　
童
　
　
福
　
　
祉
　
　
法

里親支援センター

1-（9）

里親制度等普及促進担当者 1 6 4 1
里親等支援員 1 6 4 2
里親研修等担当者 1 6 4 3
家庭支援専門相談員 1 6 4 4
自立支援担当職員 1 6 4 5
養親等相談支援員 1 6 4 6
市町村連携支援員 1 6 4 7
レスパイト・ケア担当職員 1 6 4 8

障
害
児
通
所
支
援
事
業（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

児童発達支援事業を行う施設

1-（10）

★指導員（※１） 1 5 7 1
★児童指導員（※２） 1 5 7 2
★保育士（※３） 1 5 7 3
児童発達支援管理責任者 1 5 7 4
機能訓練担当職員（心理担当職員に限る） 1 5 7 5
★障害福祉サービス経験者（※４） 1 5 7 6

放課後等デイサービス事業を行う施設

★指導員（※１） 1 5 7 1
★児童指導員（※２） 1 5 7 2
★保育士（※３） 1 5 7 3
児童発達支援管理責任者 1 5 7 4
機能訓練担当職員（心理担当職員に限る） 1 5 7 5
★障害福祉サービス経験者（※４） 1 5 7 6

居宅訪問型児童発達支援事業を行う
施設

★訪問支援員（※１）
（保育士、 児童指導員、 心理担当職員に限る） 1 5 7 7
児童発達支援管理責任者 1 5 7 4

保育所等訪問支援事業を行う施設
★訪問支援員（※１）
（保育士、 児童指導員、 心理担当職員に限る） 1 5 7 7
児童発達支援管理責任者 1 5 7 4

障害児相談支援事業
１-（11）

相談支援専門員 1 5 8 1
相談支援員 1 5 8 2

乳児院

児童指導員 2 5 1 1
保育士 2 5 1 2
個別対応職員 2 5 1 3
家庭支援専門相談員 2 5 1 4
里親支援専門相談員 2 5 1 5

医療型児童発達支援を行う施設

★児童指導員（※２） 5 2 1 1
★保育士（※３） 5 2 1 2
児童発達支援管理責任者 5 2 1 3
機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る） 5 2 1 4

指定発達支援医療機関
肢体不自由児施設支援
重症心身障害児施設支援
　�国立高度専門医療研究センター及び独立行
政法人国立病院機構が設置する医療機関で
あって内閣総理大臣が指定するもの ２-（14）

★児童指導員（※２） 2 4 5 1

★保育士（※３） 2 4 5 2

児童自立生活援助事業を行っている施設
２-（22）

相談援助業務を行っている指導員 2 5 3 1
個別対応職員 2 5 3 2
自立支援担当職員 2 5 3 3

地域子育て支援拠点事業を行っている
施設� ２-（25）

相談援助業務を行っている職員 2 5 6 1
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を
行っている事業所� ２-（85）

小児慢性特定疾病児童等自立支援員 5 0 8 1

1-（10）

1-（10）

1-（10）

２-（２）

２-（13）

2

区
分
3
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児  童  分  野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

児
　
　
童
　
　
福
　
　
祉
　
　
法

養育支援訪問事業を行っている事業所� ２-（91） 訪問支援者 5 2 3 1
児童厚生施設（児童遊園を除く）� ２-（92） 職員のうち相談援助業務を行っている者 5 2 4 1
親子再統合支援事業を行っている事業所� ２-（93） 相談援助業務を行っている職員 5 2 5 1

社会的養護自立支援拠点事業を行っている
事業所�

２-（94）

支援コーディネーター 5 2 6 1
生活相談支援員 5 2 6 2
就労相談支援員 5 2 6 3

妊産婦等生活援助事業を行っている事業所
２-（95）

支援コーディネーター 5 2 7 1
母子支援員 5 2 7 2

子育て世帯訪問支援事業を行っている事業所� ２-（96） 訪問支援員 5 2 8 1
児童育成支援拠点事業を行っている事業所� ２-（97） 相談支援業務を行っている職員 5 2 9 1

こども家庭センター
２-（98）

児童の福祉及び妊産婦の福祉に関する相談に応ずる職員 5 3 0 1
母子保健に関する各種の相談に応ずる職員 5 3 0 2
統括支援員 5 3 0 3

妊婦等包括相談支援事業を行う機関�２-（99） 相談支援業務を行っている職員 5 3 4 1
地域子育て相談機関� ２-（100） 相談支援業務を行っている職員 5 3 1 1

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ

ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

民間あっせん機関

２-（101）

養子縁組あっせん責任者 5 3 5 1

相談員 5 3 5 2

そ
　
　
の
　
　
他

利用者支援事業を行っている施設� ２-（26） 相談支援業務を行っている職員 2 9 0 1
児童デイサービス事業（障害児通園事業）� ２-（12） 相談援助業務を行う職員（相談員） 2 2 9 1
地
域
生
活

支
援
事
業

障害児等療育支援事業を行っている
施設

２-（37）

相談援助業務を行っている職員 2 4 4 1

心身障害児総合通園センター� ２-（21） 相談援助業務を行っている職員 2 5 2 1
子育て短期支援事業（短期入所生活援助
事業、夜間養護等事業）
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、
及び保育所等において実施する事業

２-（23）

相談支援業務を行っている職員 2 5 4 1

2

区
分
3
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高 齢 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

介
　
　
護
　
　
保
　
　
険
　
　
法

介
護
保
険
施
設

指定介護老人福祉施設
１-（23）

生活相談員 1 0 1 1
介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 1 0 1 2

介護老人保健施設
１-（23）

支援相談員 1 0 2 1
相談指導員 1 0 2 3
介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 1 0 2 2

介護医療院 １-（23） 介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 1 6 1 1
指定介護療養型医療施設 １-（23）

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 1 0 3 1

地域包括支援センター� １-（24）
包括的支援事業に係る業務を行う職員（※5）
（保健師、主任介護支援専門員等） 1 0 4 1

指定特定施設入居者生活介護を行う施設

  
　指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設
　指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設
を含む

２-（４）

生活相談員 2 2 2 1

計画作成担当者 2 2 2 2
指定通所介護を行う施設

  

　基準該当通所介護を行う施設
　指定地域密着型通所介護を行う施設
　指定介護予防通所介護を行う施設
　基準該当介護予防通所介護を行う施設
　第一号通所事業を行う施設（※6）
　指定認知症対応型通所介護を行う施設
　指定介護予防認知症対応型通所介護を行う施設
を含む

２-（42）、２-（46）

生活相談員 2 0 1 1

児  童  分  野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

そ
　
　
の
　
　
他

重症心身障害児（者）通園事業を行う施設
� ２-（29）

★児童指導員（※２） 2 5 8 1
★保育士（※３） 2 5 8 2

スクールソーシャルワーカー活用事業に
基づく教育機関� ２-（75） スクールソーシャルワーカー 2 7 4 1
子ども家庭総合支援拠点� ２-（78） 相談援助業務を行っている職員 5 0 9 1
医療的ケア児支援センター� ２-（85） 医療的ケア児等コーディネーター 5 1 1 1

注意事項
（※１�）「指導員、訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行う指導員、訪問支援員」として介護福祉士国家試験

を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国
家試験のみ受験できます。）

（※２�）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験し
た方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験の
み受験できます。）

（※３�）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験で
きます。）

（※４�）「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士
国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護
福祉士国家試験のみ受験できます。）

　�　なお、「障害福祉サービス経験者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令
和３年厚生労働省令第10号）による改正前の指定通所基準に定める障害福祉サービス経験者（高等学校の
卒業者等であって、２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者）をいい、「障害福祉サービス」とは、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に規
定する障害福祉サービスをいいます。

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者）が、経過
措置期間に主たる業務として介護等の業務に５年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務
経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。

2

区
分
3
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高 齢 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

老
人
福
祉
法

養護老人ホーム １-（21） 生活相談員 1 0 5 1
特別養護老人ホーム
（地域密着型特別養護老人ホームを含む） １-（21）

生活相談員 1 0 6 1

軽費老人ホーム

  
都市型軽費老人ホーム、
軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型）、
ケアハウスを含む １-（21）

生活相談員 1 0 7 1

主任生活相談員 1 0 7 2
老人福祉センター
　 （特Ａ型、Ａ型、Ｂ型） １-（21）

相談・指導を行う職員 1 0 8 1

老人短期入所施設 １-（21） 生活相談員 1 0 9 1
老人デイサービスセンター １-（21） 生活相談員 1 1 0 1
老人介護支援センター
　 （在宅介護支援センター） １-（21）

相談援助業務を行っている職員 1 1 1 1

有料老人ホーム ２-（３） 生活相談員 2 2 7 1

高 齢 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

介
　
　
護
　
　
保
　
　
険
　
　
法

指定短期入所生活介護を行う施設

  
　基準該当短期入所生活介護を行う施設
　指定介護予防短期入所生活介護を行う施設
　基準該当介護予防短期入所生活介護を行う施設
を含む

２-（42）

生活相談員 2 0 5 1

指定通所リハビリテーションを行う施設
   指定介護予防通所リハビリテーションを行う施設を含む
※介護老人保健施設において実施されているものに限る

２-（43）

支援相談員 2 0 9 1

指定短期入所療養介護を行う施設
   指定介護予防短期入所療養介護を行う施設を含む
※介護老人保健施設において実施されているものに限る

２-（43）

支援相談員 2 1 1 1

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 ２-（44） オペレーター 2 7 7 1
指定夜間対応型訪問介護を行う施設 ２-（45） オペレーションセンター従業者 2 7 8 1
指定小規模多機能型居宅介護を行う施設
   指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設を含む

２-（47）

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 2 1 5 1

指定認知症対応型共同生活介護を行う施設
   指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設を含む

２-（47）

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 2 1 7 1

指定複合型サービスを行う施設 ２-（47）
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 2 7 9 1

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行う施設

２-（48）

生活相談員 2 1 9 1
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 2 1 9 2

居宅介護支援事業を行っている事業所 ２-（49）
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る） 2 2 0 1

介護予防支援事業を行っている事業所 ２-（50） 担当職員 2 2 1 1
第一号介護予防支援事業を行っている事業所 ２-（50） 担当職員 2 9 1 1

注意事項
（※５�）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験すること

はできません。通知の内容を必ず確認してください。
（※６�）「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国

家試験を受験することはできません。通知の内容を必ず確認してください。
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障 害 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

身
体
障
害
者
福
祉
法

身体障害者更生相談所

１-（13）

身体障害者福祉司 1 3 2 1
心理判定員 1 3 2 2
職能判定員 1 3 2 3
ケース・ワーカー 1 3 2 4

身体障害者福祉センター
身体障害者福祉センター（Ａ型、Ｂ型）
在宅障害者デイサービス施設
（身体障害者デイサービスセンター）
障害者更生センター １-（14）

身体障害者に関する相談に応ずる職員 1 3 3 1

点字図書館 ２-（30） 相談援助業務を行っている職員 2 3 2 1
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

精神保健福祉センター

１-（15）

精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 3 4 1
精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 3 4 2
精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 3 4 3
心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 3 4 4

知
的
障
害
者

福
祉
法

知的障害者更生相談所

１-（20）

知的障害者福祉司 1 3 5 1
心理判定員 1 3 5 2
職能判定員 1 3 5 3
ケース・ワーカー 1 3 5 4

高 齢 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

そ
の
他

高齢者総合相談センター ２-（8） 相談援助業務を行っている相談員 2 2 8 1
生活支援ハウス
（高齢者生活福祉センター） ２-（51）

生活援助員 2 2 5 1

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、
多くの高齢者が居住する集合住宅等において
実施する事業

２-（52）

相談援助業務を行っている生活援助員 2 2 6 1

サービス付き高齢者向け住宅 ２-（53） 相談援助業務を行っている職員 2 8 0 1

2

区
分
3

41



障 害 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

障

害

者

総

合

支

援

法

障害者支援施設
１-（25）

★生活支援員（※７） 1 1 2 1
就労支援員 1 1 2 2
サービス管理責任者 1 1 2 3

地域活動支援センター １-（26） ★指導員（※７） 1 1 3 1
福祉ホーム １-（27） 管理人 1 1 4 1
基幹相談支援センター� ２-（83） 相談援助業務を行っている職員 5 1 2 1
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

身体障害者更生施設

  
肢体不自由者更生施設
視覚障害者更生施設
聴覚・言語障害者更生施設
内部障害者更生施設 � ２-（5）

★生活支援員（※７） 2 8 3 1

身体障害者療護施設 ２-（5） ★生活支援員（※７） 2 8 4 1
身体障害者授産施設
　  （入所、通所、小規模通所）
� ２-（5）

★生活支援員（※７） 2 8 5 1
身体障害者福祉工場 ２-（5） ★指導員（※７） 2 8 6 1

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設

精神障害者生活訓練施設
２-（6）

精神保健福祉士 1 1 9 1
精神障害者社会復帰指導員 1 1 9 2

精神障害者授産施設
　  （入所、通所、小規模通所）

２-（6）

精神保健福祉士 1 2 0 1
精神障害者社会復帰指導員 1 2 0 2

精神障害者福祉工場
２-（6）

精神保健福祉士 1 2 1 1
精神障害者社会復帰指導員 1 2 1 2

精神障害者福祉ホーム ２-（6） 管理人 1 2 2 1
知
的
障
害
者
援
護
施
設

知的障害者更生施設
　  （入所、通所）
� ２-（7）

★生活支援員（※７） 1 2 3 1

知的障害者授産施設
　  （入所、通所、小規模通所）
� ２-（7）

★生活支援員（※７） 1 2 4 1
知的障害者通勤寮 ２-（7） ★生活支援員（※７） 1 2 5 1

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

生活介護を行う施設
★生活支援員（※７） 1 2 7 1
サービス管理責任者 1 2 7 2

自立訓練を行う施設
　  （機能訓練、生活訓練）

★生活支援員（※７） 1 2 8 1
サービス管理責任者 1 2 8 2

就労移行支援を行う施設
　  （認定就労移行支援を含む）

１-（28）

★生活支援員（※７） 1 2 9 1
就労支援員 1 2 9 2
サービス管理責任者 1 2 9 3
職業指導員（相談援助を行う場合に限る） 1 2 9 4

就労継続支援を行う施設
　  （Ａ型、Ｂ型）

１-（28）

★生活支援員（※７） 1 3 0 1
サービス管理責任者 1 3 0 2
職業指導員（相談援助を行う場合に限る） 1 3 0 3

就労定着支援を行う施設
１-（28）

就労定着支援員 1 6 2 1
サービス管理責任者 1 6 2 2

自立生活援助を行う施設
１-（28）

地域生活支援員 1 6 3 1
サービス管理責任者 1 6 3 2

療養介護を行う施設 ２-（32） 相談援助業務を行っている職員 1 2 6 1
短期入所を行う施設

  
身体障害者短期入所事業、
知的障害者短期入所事業を含む

２-（32）

相談援助業務を行っている職員 2 3 4 1

１-（28）

１-（28）
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障 害 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

広域障害者職業センター ２−（68） 障害者職業カウンセラー 2 4 7 1

地域障害者職業センター
２-（69）

障害者職業カウンセラー 2 4 8 1
職場適応援助者 2 4 8 2

障害者雇用支援センター
２-（71）

改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第28条
第１号、第２号及び第７号に規定する業務を行う職員 2 7 1 1

障害者就業・生活支援センター

２-（73）

主任職場定着支援担当者 2 5 0 3
主任就業支援担当者 2 5 0 1
就業支援担当者 2 5 0 2
生活支援担当職員 2 5 0 4

職
業

安
定
法

公共職業安定所
２-（74）

精神・発達障害者雇用サポーター 2 9 8 1
障害学生等雇用サポーター 2 9 8 2

そ
の
他

知的障害者福祉工場 ２-（16） 相談援助業務を行っている指導員 2 3 1 1
聴覚障害者情報提供施設 ２-（30） 相談援助業務を行っている職員 2 3 3 1

障 害 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

障
害
者
総
合
支
援
法

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

重度障害者等包括支援を行う施設 ２-（32） 相談援助業務を行っている職員 2 3 5 1
共同生活介護を行う施設 ２-（31） 相談援助業務を行っている職員 2 3 6 1
共同生活援助を行う施設

  
精神障害者グループホーム、
知的障害者グループホームを含む

２-（32）

相談援助業務を行っている職員 2 3 7 1

地
域
生
活
支
援
事
業

身体障害者自立支援を行っている施設� ２-（36） 相談援助業務を行っている職員 2 3 8 1

日中一時支援事業を行っている施設 ２-（37） 相談援助業務を行っている職員 2 3 9 1

障害者相談支援事業を行っている施設� ２-（37） 相談援助業務を行っている職員 2 4 3 1
一般相談支援事業を行う施設 １-（29） 相談支援専門員 1 5 9 1

特定相談支援事業を行う施設
１-（30）

相談支援専門員 1 6 0 1
相談支援員 1 6 0 2

指定相談支援事業を行う施設 ２-（35） 相談支援専門員 2 8 7 1
の
ぞ
み
の

　
　
園
法

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
「のぞみの園」

2-（15）

相談援助業務を行っている指導員 2 3 0 1
相談援助業務を行っているケースワーカー 2 3 0 2

発
達
障
害
者

　
　
支
援
法

発達障害者支援センター
２-（67）

相談支援を担当する職員 2 4 6 1
就労支援を担当する職員 2 4 6 2

注意事項
（※７�）「生活支援員、指導員」のうち、「介護等の業務を行う生活支援員、指導員」として介護福祉士国家試験

を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士
国家試験のみ受験できます。）

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者）が、経過
措置期間に主たる業務として介護等の業務に５年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務
経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。

2

区
分
3
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そ の 他 の 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

地
域
保
健
法

保健所

１-（１）

精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 5 1 1

精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 5 1 2

精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 5 1 3

心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） 1 5 1 4

医
療
法

病院・診療所

１-（12）

相談員（医療ソーシャルワーカー等）
　次のアからエまでのすべての相談援助業務を行って
いる職員
ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ� 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に
係る相談援助
ウ� 患者の社会復帰に係る相談援助
エ�　以上の相談援助業務を行うための地域における保健
医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動

1 5 2 1

退院後生活環境相談員 1 5 2 2

生
活
保
護
法

救護施設 １-（16） 生活指導員 1 4 9 1
更生施設 １-（16） 生活指導員 1 5 0 1
授産施設 ２-（１） 指導員（作業指導員、職業指導員を除く） 2 5 9 1
宿所提供施設 ２-（１） 指導員（作業指導員、職業指導員を除く） 2 6 0 1
被保護者就労支援事業を行っている事業所 ２-（65） 就労支援員 2 9 3 1
子どもの進路選択支援事業を行っている事業所 ２-（66） 支援員 5 3 6 1
被保護者就労準備支援事業を行っている事業所 ２-（66） 被保護者就労準備支援担当者 5 3 7 1
被保護者家計改善支援事業を行っている事業所 ２-（66） 家計改善支援員 5 3 8 1
被保護者地域居住支援事業を行っている事業所 ２-（66） 居住支援員 5 3 9 1

日常生活支援住居施設
２-（86）

生活支援員 5 1 8 1
生活支援提供責任者 5 1 8 2

障 害 者 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

そ　

の　

他

精神障害者地域移行支援特別対策事業を
行っている施設

２-（38）

地域体制整備コーディネーター 2 7 3 1
地域移行推進員 2 7 3 2

精神障害者地域移行・地域定着支援事業を
行っている施設

２-（39）

地域体制整備コーディネーター 2 8 1 1
地域移行推進員 2 8 1 2

精神障害者アウトリーチ推進事業を
行っている施設

２-（40）

相談援助業務を行っている職員
（医師、保健師、看護師、作業療法士その他
医療法に規定する病院として必要な職員を除く） 2 8 2 1

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援を
行っている施設

２-（41）

相談援助業務を行っている職員
（医師、保健師、看護師、作業療法士その他
医療法に規定する病院として必要な職員を除く） 2 8 8 1

第１号職場適応援助者助成金又は訪問型職場適
応援助者助成金受給資格認定法人
� ２-（70）

第１号職場適応援助者養成研修又は訪問型職場
適応援助者養成研修を修了した職員であって、
職場適応援助を行っている者

2 4 9 1

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人
� ２-（72）

訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員
であって、職場適応援助を行っている者 2 9 2 1

2

区
分
3
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そ の 他 の 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

生活困窮者自立相談支援事業を行っている
自立相談支援機関
生活困窮者就労準備支援事業を行っている
事業所
生活困窮者家計改善支援事業を行っている
事業所
子どもの学習・生活支援事業を行っている
事業所
� ２-（63）

主任相談支援員 2 9 4 1
相談支援員 2 9 4 2
就労支援員 2 9 4 3
就労支援準備担当者 2 9 4 4
家計改善支援員（家計相談支援員を含む） 2 9 4 5
住まい相談支援員 2 9 4 6
子どもの学習・生活支援事業従事者のうち
相談援助業務を行っている職員 2 9 4 7

社

会

福

祉

法

福祉事務所

１-（17）

査察指導員（指導監督を行う職員） 1 4 7 1
身体障害者福祉司（指導監督を行う職員） 1 4 7 2
知的障害者福祉司（指導監督を行う職員） 1 4 7 3
老人福祉指導主事（指導監督を行う職員） 1 4 7 4
現業員・ケースワーカー 1 4 8 1
家庭児童福祉主事 1 4 8 2
家庭相談員 1 4 8 3
面接相談員 1 4 8 4
女性相談支援員 1 4 8 5
母子・父子自立支援員、母子相談員 1 4 8 6
「セーフティネット支援対策等事業の実施
について」別添１の３（１）に規定する就
労支援事業に従事する就労支援員

1 4 8 7

生活保護法第55条の７第１項に規定する被
保護者就労支援事業に従事する就労支援員 1 4 8 8
生活保護法第55条の10第１項に規定する子
どもの進路選択支援事業に従事する支援員 1 4 8 9
生活保護法第55条の10第２項に規定する被保護者就労
準備支援事業に従事する被保護者就労準備支援担当者 5 4 0 1
生活保護法第55条の10第３項に規定する被保護
者家計改善支援事業に従事する家計改善支援員 5 4 0 2
生活保護法第55条の10第４項に規定する被保護
者地域居住支援事業に従事する居住支援員 5 4 0 3

隣保館 ２-（9） 相談援助業務を行っている指導職員 2 6 1 1

都道府県社会福祉協議会

� ２-（10）

専門員（日常生活自立支援事業を行う職員） 2 6 2 1
相談援助業務を行っている職員

2 6 2 2

市（特別区を含む）町村社会福祉協議会

２-（11）

専門員（日常生活自立支援事業を行う職員） 2 6 3 1

福祉活動専門員 2 6 3 2
相談援助業務を行っている職員

2 6 3 3

配
偶
者
暴
力

防
止
法

配偶者暴力相談支援センター

2-（89）

女性相談支援員 5 2 0 1

　主として高齢者、障害者、児童、生活困窮
者その他要援護者に対するものに限る。

　主として高齢者、障害者、児童、生活困窮
者その他要援護者に対するものに限る。

2

区
分
3
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そ の 他 の 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

女性相談支援センター

１-（18）

相談支援員 1 5 3 1
心理支援員 1 5 3 2
女性相談支援員 1 5 3 3

女性自立支援施設 １-（19） 入所者の自立支援を行う職員 1 5 4 1

母
子

保
健
法

母子健康包括支援センター 2-（79） 母子保健に関する各種の相談に応ずる職員 5 1 7 1
産後ケア事業を実施する施設 2-（88） 相談に応ずる職員 5 1 9 1

母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉
法

母子・父子福祉センター

１-（22）

母子及び父子の相談を行う職員 1 5 5 1

刑
事
収
容
施
設
法

刑事施設

2-（17）

刑務官 5 0 1 1
法務教官 5 0 1 2
法務技官（心理） 5 0 1 3
福祉専門官 5 0 1 4

少
年
院
法

少年院

2-（17）

法務教官 5 0 2 1
法務技官（心理） 5 0 2 2
福祉専門官 5 0 2 3

少
年�

鑑
別
所
法

少年鑑別所
2-（17）

法務教官 5 0 3 1
法務技官（心理） 5 0 3 2

更
生
保
護
法

地方更生保護委員会�
２-（18）

保護観察官 2 6 4 1
社会復帰調整官 2 6 4 2

保護観察所�
２-（18）

保護観察官 2 6 5 1
社会復帰調整官 2 6 5 2

更
生
保
護
事
業
法

更生保護施設�

２-（19）

補導主任 2 6 6 1
補導員 2 6 6 2
福祉職員 2 6 6 3
薬物専門職員 2 6 6 4

裁
判

所
法 家庭裁判所� ２-（84） 家庭裁判所調査官 5 1 3 1
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法

労災特別介護施設

２-（20）

相談援助業務を行っている指導員 2 6 7 1

難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律

難病相談支援センター

２-（76）

難病相談支援員 5 0 6 1

成
年
後
見
制
度
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律

「権利擁護支援の地域連携ネットワークづ
くり」において設置される中核機関�

２-（82）

相談援助業務を行っている職員 5 1 4 1

区
分
2

区
分
3
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そ の 他 の 分 野 施設・職種
コード施　設　種　類 相談援助業務の実務経験として認められる職種

そ
　
の
　
他

就業支援事業を行っている施設

  
ひとり親家庭等就業・自立支援事業
実施要綱に基づく事業 �

２-（24）

相談援助業務を行っている相談員 2 7 2 1

母子・父子自立支援プログラム策定事業�
２-（27）

母子・父子自立支援プログラム策定員 5 0 4 1

就業支援専門員配置等事業�
２-（28）

就業支援専門員 5 0 5 1

地域福祉センター�
２-（54）

相談援助業務を行っている職員 2 6 8 1

就労支援事業を行っている事業所

  
自立支援プログラム策定実施推進事業
実施要領に規定する事業 �

２-（55）

就労支援員 2 9 5 1

ひきこもり地域支援センター�
２-（56）

ひきこもり支援コーディネーター 2 7 5 1
その他相談援助業務を行っている専任の職員 2 7 5 2

地域生活定着支援センター�
２-（57）

相談援助業務を行っている職員 2 7 6 1
ホームレス総合相談推進業務を行っている
事業所� ２-（58）

相談援助業務を行っている相談員 2 6 9 1

ホームレス自立支援センター�
２-（59）

生活相談指導員 2 7 0 1
東日本大震災の被災者に対する相談援助業
務を実施する事業所� ２-（60）

相談援助業務を行っている職員 2 9 6 1
被災者に対する相談援助業務を実施する�
事業所� ２-（61）

相談援助業務を行っている職員 2 9 7 1

自立相談支援機関（自立相談支援モデル事業）

家計相談支援モデル事業を行っている事業所

２-（62）

主任相談支援員 2 8 9 1

相談支援員 2 8 9 2

就労支援員 2 8 9 3

家計相談支援員 2 8 9 4

地域居住支援事業を行っている事業所�
2-（64）

相談援助業務を行っている職員 5 3 2 1
高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関�
� 2-（77）

支援コーディネーター 5 0 7 1

地域若者サポートステーション�
2-（80）

相談援助業務を行っている職員 5 1 5 1

子ども・若者総合相談センター�
2-（81）

相談援助業務を行っている職員 5 1 6 1
官民協働等女性支援事業を行っている事業所�
� 2-（90）

相談援助業務又は自立支援を行っている職員 5 3 3 1
若年被害女性等支援事業を行う事業所�
� 2-（90）

相談援助業務又は自立支援を行っている職員 5 2 2 1

厚生労働大臣が個別に認めた施設�
２-（102）

相談援助業務を行っている相談員 9 9 9 9
※� 上記「指定施設における相談援助の業務の範囲」に具体的に示されたもの以外の施設で、福祉に関する相談援
助の業務を行っている相談員は、厚生労働大臣が個別に認める場合があります（コード9 9 9 9）。
�　厚生労働大臣の個別認定にあたって、60ページ「４（1）認定基準」に該当する場合は、別途、書類が必要にな
りますので、事前に電話で連絡してください。
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※ 以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、
社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

施 設 ・ 事 業 種 類 相談援助業務の実務経験として認められる職種 施設・職種
コード

重度身体障害者更生援護施設
生活支援員 3 0 1 1
生活指導員 3 0 1 2

身体障害者福祉ホーム 管理人 3 0 2 1

精神障害者地域生活支援センター
精神保健福祉士 3 0 3 1
精神障害者社会復帰指導員 3 0 3 2

経過的精神障害者地域生活支援センター事業を
行っている施設（障害者自立支援法地域生活支援事業）
〔平成18年10月〜19年３月〕

相談援助業務を行っている職員 3 1 7 1

精神障害者退院促進支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 3 1 8 1

知的障害者デイサービスセンター
指導員 3 0 4 1
生活指導員 3 0 4 3
相談援助業務を行っている職員 3 0 4 2

知的障害者福祉ホーム 管理人 3 0 5 1
身体障害者相談支援事業
（市町村障害者生活支援事業）
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者
福祉センター、身体障害者デイサービスセンター等にお
いて実施する事業

障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業
（療育等支援施設事業）
知的障害児施設、知的障害児通園施設、自閉症児施設、
盲ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、
肢体不自由児療護施設、肢体不自由児通園施設、重症
心身障害児施設、知的障害者更生施設、知的障害者授
産施設において実施する事業

相談援助業務を行っている職員 3 0 6 1

障害者デイサービスを行う施設
（障害者自立支援法障害福祉サービス事業）
身体障害者デイサービス事業、
知的障害者デイサービス事業を含む

相談援助業務を行っている職員 3 0 7 1

経過的デイサービス事業を行っている施設
（�障害者自立支援法地域生活支援事業）〔平成18年10月〜19
年３月〕

相談援助業務を行っている職員 3 1 9 1

「障害者110番」運営事業を行っている施設 相談援助業務を行っている相談員 3 0 8 1
知的障害者生活支援事業
知的障害者通勤寮、知的障害者更生施設、知的障害者
授産施設、障害者能力開発施設において実施する事業

相談援助業務を行っている職員 3 0 9 1

高齢者住宅等安心確保事業
高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、高齢者向け
優良賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅（登録住宅）等
において実施する事業

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活
援助員派遣事業
（高齢者世話付住宅において実施する事業）

生活援助員 3 1 0 1

家庭支援電話相談（子ども・家庭110番）事業
（中央児童相談所において実施する事業） 電話相談員 3 1 1 1
ヴィエトナム難民収容施設
（日本赤十字社が設置するもの） 相談援助業務を行っている指導員 3 1 2 1
子ども家庭相談事業
児童センター、市に設置された児童館において実施
する事業

相談援助業務を行っている相談員 3 1 3 1

乳幼児健全育成相談事業
（保育所、乳児院において実施する事業） 相談援助業務を行っている相談員 3 1 4 1
すこやかテレホン事業
（青少年相談センターにおいて実施する事業） 相談援助業務を行っている相談員 3 1 5 1
知的障害者専門相談（法的助言・相談）事業
（都道府県・指定都市等において実施する事業） 相談援助業務を行っている相談員 3 1 6 1
地域子育て支援センター事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 3 2 0 1

2

出典：公益財団法人社会福祉振興・試験センター　第38回社会福祉士国家試験「受験の手引」より一部抜粋
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2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

実務経験コード番号表
（1） 法人格コード 区分２ ・ 区分３

　　実務経験証明書の「法人格コード」欄には、次のうち該当する「コード」を記入してください。
法人格（運営主体） コード

国・地方公共団体等の公的機関 ０１
社会福祉法人、（一般・公益）財団・社団法人、宗教法人、独立行政法人、学校法人等の
非営利法人 ０２

医療法人等、病院・診療所を開設する法人及び個人 ０３
株式会社、有限会社等の営利法人（人材派遣会社はコード０８） ０４
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） ０５
生活協同組合、農業協同組合、企業組合等の協同組合 ０６
その他 ０７
人材派遣会社
※派遣先である運営主体でも、派遣元である人材派遣会社でも証明可能です。
　（運営主体が証明できない場合は、人材派遣会社が証明してください）

０８

（2） 施設・職種コード 区分２ ・ 区分３

　次の施設・事業において精神障害者の保健及び福祉に関する相談援助の業務に従事した方は、精神保健
福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。（次表の施設種類欄内の番号は、通知の事項
番号です。）

　�　実務経験証明書の「施設（事業）種類」、「職種」及び各「コード」欄には、次のうち該当するものを記
入してください。

　　実務経験証明書の「職種」欄に記入する職種名は、辞令等で発令されている職種名を記入してください。
※記入要領は46・47ページ参照。

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神科病院 01
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・医療ソーシャルワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

精神保健福祉センター 02

・精神保健福祉相談員［01］
・社会福祉士［01］
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・心理判定員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童福祉法

障害児通所支援事業を行う施設
（児童デイサービスであった期間を含む）

児童発達支援 03

・‌�相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

放課後等デイサービス 04
居宅訪問型児童発達支援 52
保育所等訪問支援 53

乳児院 05

・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・児童指導員［01］
・保育士［01］
・里親支援専門相談員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-（1）

1-（15）

1-（7）

1-（7）

1-（7）

1-（7）

1-（3）

参考資料4　精神保健福祉士国家試験　実務経験コード表（施設・職種コード）
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区

区
分
4

区
分
5

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

児童養護施設 06

・児童指導員［01］
・保育士［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・職業指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
・里親支援専門相談員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

福祉型障害児入所施設
（知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む） 07

・児童指導員［01］
・保育士［01］
・児童発達支援管理責任者［01］
・心理担当職員［01］
・職業指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童心理治療施設
（ 旧：情緒障害児短期治療施設） 08

・心理療法担当職員［01］
・児童指導員［01］
・保育士［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童相談所 09

・児童福祉司［01］
・児童心理司［01］
・受付相談員［01］
・相談員［01］
・電話相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・児童指導員［01］
・保育士［01］
★その他（職種名を記入）［02］

母子生活支援施設 10

・母子支援員［01］
・少年を指導する職員［01］
・心理療法担当職員［01］
・個別対応職員［01］
・保育士［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害児相談支援事業を行う施設 11
・相談支援専門員［01］
・相談支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-（4）

1-（5）

1-（6）

1-（10）

1-（11）

1-（8）

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
25 ページの職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項
を必ず確認してください。
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2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

児童自立支援施設 12

・児童自立支援専門員［01］
・児童生活支援員［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・職業指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童家庭支援センター 13
・‌�「児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準」第88条の３第１項に規定する職員［01］

★その他（職種名を記入）［02］

児童自立生活援助事業を行う施設 56
・相談援助業務を行う指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
・個別対応職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

里親支援センター 84

・里親制度等普及促進担当者［01］
・里親等支援員［01］
・里親研修等担当者［01］
・市町村連携支援員［01］
・養親等相談支援員［01］
・自立支援担当職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

社会的養護自立支援拠点事業を行う施設 85
・支援コーディネーター［01］
・生活相談支援員［01］
・就労相談支援員［01］

妊産婦等生活援助事業を行う施設 86 ・支援コーディネーター［01］
・母子支援員［01］

一時保護施設 87
・児童指導員［01］
・保育士［01］
・心理療法担当職員［01］
・個別対応職員［01］

養育支援訪問事業を行っている事業所 88 ・訪問支援者［01］

親子再統合支援事業を行っている事業所 89 ・相談援助業務を行っている職員［01］

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

民間あっせん機関 90 ・養子縁組あっせん責任者［01］
・相談員［01］

子ども・若者育成支援推進法

子ども・若者総合相談センター 91 ・相談援助業務を行っている職員［01］

地域保健法

保健所 14
・精神保健福祉相談員［01］
・社会福祉士［01］
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・心理判定員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

市町村保健センター 15

1-（12）

1-（13）

1-（9）

1-（14）

3-（17）

3-（18）

3-（20）

3-（23）

3-（24）

3-（19）

3-（22）

1-（2）

1-（2）
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区

区
分
4

区
分
5

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

医療法

病院
（精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る） 16 ・精神科ソーシャルワーカー［01］

・医療ソーシャルワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］診療所

（精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る） 17

生活保護法

救護施設 18 ・生活指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］更生施設 19

被保護者就労支援事業を行う事業所 57 ・就労支援員［01］

被保護者就労準備支援事業を行う事業所
被保護者家計改善支援事業を行う事業所
子どもの進路選択支援事業を行う事業所
被保護者地域居住支援事業を行う事業所

58

・就労支援員［01］
・被保護者就労準備支援担当者［01］
・家計改善支援員［01］
・相談支援に従事する者［01］
・居住支援員［01］

就労支援事業を行う事業所
［自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業］ 78 ・就労支援員［01］

日常生活支援住居施設
3-（16）

83 ・生活支援員［01］
・生活支援提供責任者［01］

地方自治体

市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 20 ・精神保健福祉相談員［01］
・社会福祉士［01］
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・心理判定員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 21

町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署 22
生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立相談支援事業を行う自立相談支援機関 59 ・主任相談支援員［01］
・相談支援員［01］
・就労支援員［01］
・就労準備支援担当者［01］
・家計改善支援員［01］

生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所 60

生活困窮者家計改善支援事業を行う事業所 61
社会福祉法

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業 62 ・専門員［01］

市町村社会福祉協議会 24
・福祉活動専門員［01］
・‌�相談援助業務（主として身体障害者、知的障害者、精

神障害者に対するものに限る）に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-（1）

1-（1）

1-（16）

1-（16）

3-（3）

3-（3）

3-（3）

1-（2）

1-（2）

1-（2）

3-（7）

3-（7）

3-（7）

3-（4）

1-（18）

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
25 ページの職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項
を必ず確認してください。
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2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

福祉事務所 23

・査察指導員［01］
・身体障害者福祉司［01］
・知的障害者福祉司［01］
・老人福祉指導主事［01］
・現業員［01］
・家庭児童福祉主事［01］
・家庭相談員［01］
・面接員に相当する職員［01］
・女性相談支援員［01］
・母子・父子自立支援員［01］
・母子・父子自立支援プログラム策定員［01］
・就業支援専門員［01］
・‌�生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護

者就労支援事業に従事する就労支援員［01］
・�「セーフティネット支援対策等事業の

実施について」別添1の3（1）に規定
する就労支援事業に従事する就労支援
員［01］

★その他（職種名を記入）［02］

知的障害者福祉法

知的障害者更生相談所 25

・知的障害者福祉司［01］
・心理判定員［01］
・職能判定員［01］
・ケース・ワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

法務省設置法

保護観察所 26
・社会復帰調整官［01］
・保護観察官［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者の雇用の促進等に関する法律

広域障害者職業センター 27 ・障害者職業カウンセラー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域障害者職業センター 28
・障害者職業カウンセラー［01］
・職場適応援助者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者就業・生活支援センター 29

・主任職場定着支援担当者［01］
・主任就業支援担当者［01］
・就業支援担当者［01］
・生活支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性相談支援センター 63
・相談支援員［01］
・心理支援員［01］
・女性相談支援員［01］

女性自立支援施設 64 ・入所者の自立支援を行う職員［01］

1-（17）

1-（19）

1-（25）

1-（20）

1-（21）

1-（22）

3-（2）

3-（2）

53



区

区
分
4

区
分
5

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

刑事収容施設法

刑事施設 65
・刑務官［01］
・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］
・福祉専門官［01］

少年院法

少年院 66
・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］
・福祉専門官［01］

少年鑑別所法

少年鑑別所 67 ・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］

更生保護事業法

更生保護施設 30

・補導に当たる職員［01］
・福祉職員［01］
・薬物専門職員［01］
・訪問支援職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

発達障害者支援法

発達障害者支援センター 31
・相談支援を担当する職員［01］
・就労支援を担当する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）

地域生活支援事業

日中一時支援事業を行っ
ている施設 68

・‌�相談援助業務に従事する職員［01］障害者相談支援事業を
行っている施設 69

障害児等療育支援事業を
行っている施設 70

一般相談支援事業を行う施設�
（相談支援事業を行う施設であった期間を含む） 39 ・相談支援専門員［01］

★その他（職種名を記入）［02］

3-（15）

3-（15）

3-（15）

1-（24）

1-（26）

3-（10）

3-（10）

3-（10）

1-（30）

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
25 ページの職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項
を必ず確認してください。
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

障害福祉サービス事業

生活介護を行う施設 32 ・生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］自立訓練を行う施設 33

就労移行支援を行う施設 34

・職業指導員［01］
・生活支援員［01］
・就労支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就労継続支援を行う施設 35
・職業指導員［01］
・生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就労定着支援を行う施設 54
・就労定着支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
・相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

自立生活援助を行う施設 55
・地域生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
・相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

短期入所を行う施設 36

・‌�相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

重度障害者等包括支援を
行う施設 37

共同生活援助を行う施設
（共同生活介護であった期間を
含む）

38

特定相談支援事業を行う施設�
 （相談支援事業を行う施設であった期間を含む） 40

・相談支援専門員［01］
・相談支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者支援施設 41
・生活支援員［01］
・就労支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域活動支援センター 42 ・指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

福祉ホーム 43 ・管理人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

基幹相談支援センター 71 ・‌�相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-（27）

1-（27）

1-（27）

1-（27）

1-（28）

1-（28）

1-（28）

1-（28）

1-（28）

1-（31）

1-（29）

1-（32）

1-（33）

1-（34）
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注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
25 ページの職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項
を必ず確認してください。

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
（職種コードが02の方は、25ページの注意事項を参照）

介護保険法

地域包括支援センター 72

・‌�包括的支援事業に係る業務を行う職
員（※1）（介護保険法第115条の45第
２項第４号から第５号までに掲げる
事業を除く）［01］

★その他（職種名を記入）［02］

注意事項
（※1）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験する
ことができません。通知の内容を必ず確認してください。

職業安定法

公共職業安定所 73 ・�精神・発達障害者雇用サポーター［01］
・障害学生等雇用サポーター［01］

その他

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行う施設 49
・地域体制整備コーディネーター［01］
・地域移行推進員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援を行う施設 74
・‌�相談援助業務に従事する職員（医師、

保健師、看護師、作業療法士、その他
医療法に規定する病院として必要な職
員を除く）［01］

第1号職場適応援助者助成金
又は訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 75

・‌�第1号職場適応援助者養成研修又は訪
問型職場適応援助者養成研修を修了し
た職員であって、職場適応援助を行っ
ている者［01］

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 76
・‌�訪問型職場適応援助者養成研修を修了

した職員であって、職場適応援助を
行っている者［01］

スクールソーシャルワーカー活用事業を行う施設 50 ・スクールソーシャルワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就業支援事業を行う施設
［ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱に基づく事業］ 77 ・就業相談業務を行う相談員［01］

ひきこもり地域支援センター 79 ・‌�ひきこもり支援コーディネーター［01］

地域生活定着支援センター 80 ・‌�相談援助業務に従事する職員［01］

ホームレス自立支援事業を行う施設 51 ・生活相談指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域若者サポートステーション 81 ・‌�相談援助業務に従事する職員［01］

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 82 ・支援コーディネーター［01］

子ども家庭総合支援拠点 92 ・相談援助業務を行っている職員［01］

その他厚生労働大臣が個別に認めた施設
※‌�別途基準、申請様式がありますので、事前に電話で連絡してください。 99 ・‌�精神保健福祉に関する相談援助業務に

従事する相談員

1-（23）

3-（13）

2-（1）

3-（8）

3-（11）

3-（12）

2-（2）

3-（1）

3-（5）

3-（6）

2-（3）

3-（14）

3-（9）

3-（21）

3-（25）
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※ 以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期
間は、精神保健福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

精神障害者地域生活援助事業を行う施設 44 ・世話人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

精神障害者社会復帰施設 45
・精神障害者社会復帰指導員［01］
・管理人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

知的障害者援護施設 46 ・生活支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童デイサービス 47 ・‌�相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
25 ページの職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項
を必ず確認してください。

出典：公益財団法人社会福祉振興・試験センター　第28回精神保健福祉士国家試験「受験の手引」より一部抜粋
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